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               船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年２月２１日 １８時５０分ごろ 

発生場所 広島県呉市上蒲刈
かみかまがり

島南方沖 

 呉市所在の鴨瀬
か も せ

灯台から真方位２８０°５,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０９.１′ 東経１３２°４２.２′） 

事故調査の経過  平成２６年２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 林
はやし

丸、４.６トン 

   ＥＨ３－４６９６７（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９０ｍ（Lr）×２.３４ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８９kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

２年４月１６日 

Ｂ 漁船 恵比須
え び す

、０.９トン 

   ＨＳ３－３６３９９（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.１７ｍ（Lr）×１.９１ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１０kＷ（漁船原簿謄本による）、昭和６１年

８月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５８年１２月２日 

    免許証交付日 平成２５年１１月８日 

           （平成３０年１２月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２６歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免 許登録日 平成２２年２月２６日 

    免許証交付日 平成２２年２月２６日 

           （平成２７年２月２５日まで有効） 

  甲板員Ｂ 男性 ２８歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部が圧壊 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、漁場に向かうため、船長Ａ

が、椅子に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、約３０～３４ノット

の対地速力で上蒲刈島南方沖を西進した。 

 船長Ａは、１.５海里レンジのレーダー画面を見て航行していたと

ころ、船舶の映像が映っていなかったので、船首方向に航行の支障に

なる船はいないと思っていたが、平成２６年２月２１日１８時５０分

ごろ、上蒲刈島南方沖において、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首

部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、漁の時間調整を１９時０

０分ごろまで行うため、上蒲刈島南方沖において、機関を中立運転に

し、船首を東方に向けて漂泊を行い、船長Ｂが、操縦席後方に立ち、

甲板員Ｂが、船長Ｂの左横に立っていた。 

 船長Ｂは、船首方を見ながら甲板員Ｂと会話をしていたところ、Ｂ

船の船首方にＡ船を認めた直後、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 甲板員Ｂは、衝突の衝撃でＢ船の左舷側から海に投げ出された。 

 船長Ａは、甲板員Ｂを助け上げてＡ船に乗せ、Ｂ船と共に自力航行

して呉市呉港広区に入港した。 

 甲板員Ｂは、船長Ｂからの連絡を受けた船長Ｂの家族が手配した救

急車で病院に搬送されたが、１９時３５分死亡が確認され、頭蓋骨顔

面部の多発骨折による出血性ショックと検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

日没時刻：１７時５８分 

 その他の事項  船長Ａは、Ｂ船には灯火の設備があるが、本事故当時は無灯火であ

ると思った。 

 Ｂ船には、レーダー及び汽笛がなかった。 

 甲板員Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、上蒲刈島南方沖を西進中、船長Ａが、船舶のレーダー映像

を認めなかったので、船首方向に他船はいないと思っており、Ｂ船に

気付かなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、上蒲刈島南方沖で漂泊中、船長Ｂが、乗組員との会話に意

識を集中していたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ａ船及びＢ船の本事故当時の点灯状況については、明らかにするこ

とはできなかった。 

 甲板員Ｂの死因は、頭蓋骨顔面部の多発骨折による出血性ショック
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であった。  

原因  本事故は、夜間、上蒲刈島南方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが、船舶のレーダー映像を認めなかったので、船首方

向に他船はいないと思っており、Ｂ船に気付かず、また、船長Ｂが乗

組員との会話に意識を集中していたため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 

・漂泊中においても周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


